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水質検査計画とは 

 水質検査は、水道水が水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠で

あり、水道水の水質管理において基本となるものです。 

 水質検査計画とは、水質検査を行う場所や項目、回数などを定めたものです。 

 新発田市水道局では、この計画に基づいて水質検査を実施し、水道水が安全で良質

であることをお客様に御理解いただくとともに、安心して水道水を御使用いただける

よう努めています。 
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